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天理市建設工事請負業者選定要綱  

（総則）  

第１条  天理市が執行する建設工事の一般競争入札参加資格の設定、指

名競争入札に参加する請負業者（以下「指名業者」という｡)の選定

及び随意契約にかかる取扱いについては、この要綱の定めるところ

による。  

（審査会）  

第２条  一般競争入札参加資格の設定及び指名業者の選定を厳正かつ公

平に行うため、天理市建設工事請負業者選定審査会（以下「審査

会」という｡）を置く。  

２  審査会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。  

３  会長は副市長をもって充て、副会長は総務部長をもって充てる。  

４  委員は、次の職にある者及び会長の指名する者をもって充てる。  

環境経済部長  

建設部長  

教育委員会事務局長  

（会長及び副会長）  

第３条  会長は、会務を総理し、審査会を代表する。  

２  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理す

る。  

（所掌事務）  

第４条  審査会は、次に掲げる事務を所掌する。  

⑴  一般競争入札参加資格の設定  

⑵  指名業者の選定  

⑶  指名停止等の決定及び解除をすること。  

⑷  その他、建設工事の執行につき必要と認める事項  

（会議）  

第５条  審査会の会議は、会長が招集する。  
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２  審査会の会議は、必要な都度会議を開くものとする。ただし、やむ

を得ない場合は、持ち回り審議をもって審査会の会議に代えること

ができる。  

（議決）  

第６条  審査会の会議は、委員の３分の２以上の出席がなければ会議を

開き議決することができない。  

２  審査会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。  

（庶務）  

第７条   審査会の庶務は、総務課入札審査室において行う。  

（請負対象設計金額の基準）  

第８条   天理市建設工事請負業者資格審査要綱第 10条に基づく格付に対

する等級別の請負対象設計金額（以下「設計金額」という｡）の基準

は、別表のとおりとする。  

（一般競争入札、指名競争入札の適用範囲）  

第９条  前条に定める別表の内、土木一式工事のＡ１等級、Ａ等級、建

築一式工事のＡ等級、Ｂ等級に一般競争入札を適用する。また、同別

表の土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、管工事で設計金額の上

限額を超える工事については、一般競争入札の適用を基本とする。  

２  指名競争入札は前項に定める適用範囲以外とする。  

（指名業者数の基準）  

第 10条  指名業者の数は、５名以上とする。なお、各工種における単独

等級において、その等級に属する指名業者の数が５名に満たない場

合にあっては、直近等級に属する指名業者を加えた混合入札により

執行するものとする。指名業者の選定については審査会において決

定する。ただし、特殊な工事及び軽微な工事を施工する場合、その

他特別な事情がある場合は、この限りでない。  
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 (入札及び随意契約の取扱い）  

第 11条  総務課入札審査室長（以下「入札審査室長」という。）は、天

理市建設工事請負業者選定調書（様式第１号）を作成し、審査会の議

決を得て、天理市事務処理規程に基づく決裁の後、入札を執行するも

のとする。  

２  建設工事を主管する課の課長は、随意契約をしようとするときは、

支出負担行為伺書（前処理）に随意契約理由書（様式第２号）を添付

して入札審査室長に提出するものとする。  

（指名業者の選定）  

第 12条  指名業者の選定は、第８条の設計金額の基準により選定するこ

とを原則とする。  

第 13条  前条の規定により、指名業者を選定するに当たっては、次の各

号について留意するものとする。  

⑴  信用度  

⑵  工事成績  

⑶  技術者の構成状況  

⑷  工事経歴  

⑸  手持工事状況  

⑹  地理的条件  

第 14条  特に緊急を要する応急工事及び特別の技術を要する工事又は地

理的条件等特別の事由があるときは、第 12条の規定にかかわらず、

指名業者を選定することができる。ただし、等級に該当する設計金

額をこえる工事に選定することはできない。  

（指名除外等）  

第 15条  次に掲げる者については、一定期間指名しないものとする。  

⑴  各工種ごとに新規に受付し登録された日から１年未満の者  

⑵  不祥事件に関係した者  

⑶  地方自治法施行令  第 167条の４第２項に該当する者  

⑷  建設業法第 28条により処分された者  
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⑸  監査及び検査等で指摘された者  

⑹  工期を遵守しなかった者  

⑺  工事成績の特に悪い者  

⑻  工事を無断で下請けに付した者  

⑼   業務に関し重大な事故等を起こした者  

⑽   その他  

２  前項の指名停止の基準は別に定める。  

（秘密の保持）  

第 16条  審査会の会議は、公開しない。  

２  何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。  

（その他）  

第 17条  入札審査室長は、帳簿等を備え、常に請負業者の手持工事量そ

の他必要事項を把握しておくこと。  

   附  則   

 この要綱は、昭和 50年８月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、昭和 51年４月６日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、昭和 51年７月 10日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、昭和 51年 12月 28日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、昭和 52年７月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、昭和 57年７月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、昭和 63年４月１日から施行する。  

附  則  
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 この要綱は、昭和 63年 12月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成元年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成２年４月２日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成３年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成４年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成４年７月 17日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成４年 10月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は、平成５年８月 12日から施行する。  

附  則  

  この要綱は、平成７年４月１日から施行する。  

附  則  

  この要綱は、平成９年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 10年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 12年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 13年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 14年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 14年８月 26日から施行する。  
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附  則  

この要綱は、平成 16年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 16年 10月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 17年 10月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 19年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 19年７月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 20年 10月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 21年７月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 24年７月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成 25年４月１日から施行する。  

  附  則  

１  この要綱は、平成 27年 10月１日から施行する。  

２  改正後の天理市建設工事請負業者選定要綱第９条及び別表の規定

は平成 28年７月１日以降に入札公告及び指名通知を行う入札案件

から適用し、同日前の入札案件にかかる業者選定については、な

お従前の例による。  

附  則  

１  この要綱は、平成 29年 10月１日から施行する。  

２  改正後の天理市建設工事請負業者選定要綱第９条及び別表の規定

は平成 30年７月１日以降に入札公告及び指名通知を行う入札案件

から適用し、同日前の入札案件にかかる業者選定については、な
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お従前の例による。  

附  則  

１  この要綱は、令和元年 10月１日から施行する。  

２  改正後の天理市建設工事請負業者選定要綱第９条及び別表の規定

は令和２年７月１日以降に入札公告及び指名通知を行う入札案件

から適用し、同日前の入札案件にかかる業者選定については、な

お従前の例による。  

附  則  

この要綱は、令和２年７月１日から施行する。  
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別表（第 8条関係）  

 

請負対象設計金額の基準  

                           （単位：千円）  

 

 

土木一式工事  建築一式工事  舗装工事  管  工  事  その他工事  

Ａ１  
200,000未満  

50,000以上  

   

基準はその都

度設定する  

Ａ  
50,000未満  

25,000以上  

200,000未満  

40,000以上  

30,000未満  

 5,000以上  

30,000未満  

 5,000以上  

Ｂ  
25,000未満  

10,000以上  

40,000未満  

10,000以上  

 5,000未満  

 2,000以上  
 5,000未満  

Ｃ  
10,000未満  

    2,000以上  

10,000未満  

2,000以上  
2,000未満  

 

Ｄ      2,000未満  2,000未満  
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様式第１号  

 

㊙天理市建設工事請負業者選定調書  

 

 年  月  日 ( ) 審査 ( 会議室  時～ ) 

No.     

工事名      

工事場所      

所管      

設計金額  

(千円 ) 
    

工事概要      

業  

 

 

 

 

者  

 

 

 

 

名  

１      

２      

３      

４      

５      

６      

７      

８      

９      

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

竣工予定    年  月  日    年  月  日    年  月  日    年  月  日  

備   考      
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様式第２号  

随意契約理由書  

 

１  所   管   課                          

２  契 約 件 名                         

３  契約予定業者                          

  又は見積業者                          

４  地方自治法施行令第 167条の２第１項（該当項目をチェックすること）  

 
 

根
拠
規
定
（
地
方
自
治
法
施
行
令
第
一
六
七
条
の
二 

第
一
項 

各
号
） 

□１号  少額随契  

 □工事又は製造の請負  130万円以下    □財産の売払い  30万円以下  

 □財産の買入れ      80万円以下    □物件の貸付け  30万円以下  

 □物件の借入れ      40万円以下    □その他のもの  50万円以下  

 (注 )少額随 契に 該当 する金 額であ って も、 安易に 随意契 約す るこ となく 、原則

に立ち返り競争入札に付すことができないものなのか判断すること。  

□２号  「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」  

  不 動産 の買 入れ 又 は借入 れ、 市が 必要と する物 品の 製造 、修理 、加工 又は 納

入に 使用 させ るた め必 要な 物品 の売 払い その 他の 契約 でそ の性 質又 は目 的が競

争入札に適しないものをするとき  

□３号  「 障害 者支 援 施設等 によ り製 作され た物品 を買 入れ る契約 又は障 害者 支

援施 設等 、シ ルバ ー人 材セ ンタ ー若 しく は母 子福 祉団 体か らの 役務 の提 供を受

ける契約」  

□４号  「新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ」  

  新 商品 の生 産に よ り新た な事 業分 野の開 拓を図 る者 とし て総務 省令で 定め る

ところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を、市の規則

で定める手続により、買入れる契約をするとき  

□５号  緊急の必要により競争入札に付することができないとき   

 

□６号  競争入札に付することが不利と認められるとき   

 

□７号  時 価に 比し て 著しく 有利 な価 格で契 約を締 結す るこ とがで きる見 込み の

あるとき   

□８号  競 争入 札に 付 し入札 者が ない とき、 又は再 度の 入札 に付し 落札者 がな い

とき   

□９号  落札者が契約を締結しないとき   

 

※  根拠規定については、随意契約ガイドラインを参照し、的確に選択すること。  

※  １号とその他の号が重複該当する場合は、複数の号をチェックすること。  

[業者選定理由、見積書の徴取を１者とした理由 ]（具体的に記載すること）  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 


